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主幹教諭研修「研修テーマに関する法規について」 

研修テーマ：学校組織のリーダーシップ 

 

１ 「次世代の学校・地域」創生プラン 

我が国は、高齢者人口の増加と生産年齢人口の急激な減少や、グローバル化の進展に伴う激しい

国際環境の変化の中にあって、学校の抱える課題の複雑化・多様化、地域社会のつながり・支え合

いの希薄化、家庭の孤立化などの様々な課題に直面している。中央教育審議会においては、これら

の課題を克服するためには教育の力が必要不可欠であるとの認識の下で検討が進められ、平成 27

年 12 月 21 日に３つの答申（「新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協

働の在り方と今後の推進方策について」、「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策につい

て」、「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について～学び合い、高め合う教員養成コ

ミュニティの構築に向けて～」）が取りまとめられた。文部科学省では、一億総活躍社会の実現と地

方創生の推進には、学校と地域が相互にかかわり合い、学校を核として地域社会が活性化していく

ことが必要不可欠であるとの考えの下、上記３答申の内容を実現するため、学校・地域それぞれの

視点に立ち、「次世代の学校・地域」両者一体となった体系的な取組を進めていくためのプランを策

定した。それが、「次世代の学校・地域」創生プランである。学校にかかる観点からは、「社会に開

かれた教育課程」の実現や学校の指導体制の質・量両面での充実、「地域とともにある学校」への転

換という方向を、地域にかかる観点からは、次代の郷土をつくる人材の育成、学校を核としたまち

づくり、地域で家庭を支援し子育てできる環境づくり、学び合いを通じた社会的包摂という方向を

目指して取組を進めることが明示されている。また、このプランは、平成 28年度から 32年度（令

和２年度）までのおおむね５年間を対象として、取り組むべき具体的な取組施策と改革工程表を明

示している。 

 

【「次世代の学校・地域」創生プラン】平成 28年１月 25日 

２．具体的な取組施策 

２－１ 次世代の学校創生 

 (1) 地域と学校の連携・協働の推進に向けた改革 

地域の人々と目標やビジョンを共有し、地域と一体となって子供たちを育む「地域ととも 

にある学校」への転換を図るため、全ての公立学校がコミュニティ・スクールとなることを

目指して取組を一層推進・加速し、学校と地域との組織的・継続的な連携・協働体制を確立

する。 

  ① コミュニティ・スクールを推進・加速するための制度的位置付けの見直し 

  ② コミュニティ・スクールを推進・加速するための総合的な方策の実施 

 (2) 学校の組織運営改革 

複雑化・多様化する学校の課題への対応や、子供たちに必要な資質･能力の育成のための教 

職員の指導体制の充実に加え、学校において教員が心理や福祉等の専門スタッフと連携・分担

する体制の整備や、学校のマネジメント機能の強化により、学校の教育力・組織力を向上させ、

学校が多様な人々とつながりを保ちながら学ぶことのできる場となるようにする。 

① 教職員指導体制の充実 

② 専門性に基づくチーム体制の構築 

③ 学校のマネジメント機能の強化 
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(3) 教員制度の養成・採用・研修の一体改革 

各学校の教育環境に即して充実した教育活動ができるよう、「社会に開かれた教育課程」の

視点に立って改訂の検討が行われている次期（令和２年度から順次実施）学習指導要領を着実

に実施する環境の整備を行うとともに、大量退職・大量採用を背景とした若手教員への知識・

技能の伝承の停滞を克服するため、養成・採用・研修の一体改革を進める。 

 ① 教員養成改革 

 ② 教員研修改革 

 ③ キャリアシステムの構築 

 

２－２ 次世代の地域創生 

(1) 地域と学校の連携・協働の推進に向けた改革 

  地域と学校の連携・協働の下、幅広い地域住民等（多様な専門人材、高齢者、若者、ＰＴＡ・

青少年団体、企業・ＮＰＯ等）が参画し、地域全体で学び合い未来を担う子供たちの成長を支

え合う地域をつくる活動（地域学校協働活動）を全国的に推進し、高齢者、若者等も社会的に

包摂され、活躍できる場をつくるとともに、安心して子育てできる環境を整備することにより、

次世代の地域創生の基盤をつくる。 

 ① 地域学校協働活動の推進 

(2) 地域が学校のパートナーとなるための改革 

  地域学校協働本部と学校との連絡調整を担当する人材の配置促進や、地域学校協働活動を 

推進するための学校開放の促進等を通じて、地域が学校のパートナーとして子供の教育に関わ

る体制を整備することにより、教員が子供と向き合う時間を確保できるようにするとともに、

次代の郷土をつくる人材の育成や持続可能な地域の創生を実現する。 

① 地域コーディネーターの配置促進等 

② 学校施設の有効利用、管理の工夫による地域への学校開放の促進 

 (3) 地域と連携・協働する教員の養成・研修等 

教員が地域との連携・協働を円滑に行う上で必要となる資質・能力を育成するための養成・

研修を行うとともに、地域住民等と児童生徒等が共に地域の課題に向き合い、課題解決に向け

て協働する活動を推進することにより、地域を担う人材を育成する。  

  ① 地域と連携・協働する教員の養成・研修の充実 

  ② 地域課題解決型学習の推進 

 

３．一体改革工程表 

 

 

 

 

 

【文部科学省Ｗｅｂサイトより】 

「次世代の学校・地域」創生プラン 
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【教育基本法】 

第十六条（教育行政） 

 教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われる

べきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正

かつ適正に行われなければならない。 

２ 国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合 

的に策定し、実施しなければならない。 

３ 地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する

施策を策定し、実施しなければならない。 

４ 国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講

じなければならない。 

 

【平成 27年 12月 21日の３答申】 

 

 

 

 

 

２ チームとしての学校 

複雑化・多様化した課題を解決していくためには、学校の組織としての在り方や、学校の組織

文化に基づく業務の在り方などを見直し、「チームとしての学校」を作り上げていくことが大切

である。 

 「チームとしての学校」とは、校長のリーダーシップの下、カリキュラム、日々の教育活動、

学校の資源が一体的にマネジメントされ、教職員や学校内の多様な人材が、それぞれの専門性を

生かして能力を発揮し、子供たちに必要な資質・能力を確実に身に付けさせることができる学校

である。 

この実現のため、現在、配置されている教員に加えて、多様な専門性を持つ職員の配置を進め

るとともに、教員と多様な専門性を持つ職員が一つのチームとして、それぞれの専門性を生かし

て、連携、協働することができるよう、管理職のリーダーシップや校務の在り方、教職員の働き

方の見直しを行うことが必要である。また、「チームとしての学校」が成果を上げるためには、必

要な教職員の配置と、学校や教職員のマネジメント、組織文化等の改革に一体的に取り組まなけ

ればならない。 

 「チームとしての学校」において、専門能力スタッフ等の位置付けや役割分担を検討するに当

たっては、学校は、校長の監督の下、組織として責任ある教育を提供することが必要であり、「チ

「新しい時代の教育や地方創生の実現

に向けた学校と地域の連携・協働の

在り方と今後の推進方策について」 

「チームとしての学校の在り方

と今後の改善方策について」 

「これからの学校教育を担う教員

の資質能力の向上について～学

び合い、高め合う教員養成コミ

ュニティの構築に向けて～」 
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ームとしての学校」に含まれる範囲は、少なくとも校務分掌上、職務内容や権限等を明確に位置

付けることができるなど、校長の指揮監督の下、責任をもって教育活動に関わる者とするべきで

ある。同時に、「チームとしての学校」において、例えば、組織的かつ継続的に子供の安全確保に

取り組む等地域との連携や、ボランティア等の地域人材との連携は欠かすことのできないもので

あり、引き続き取組を進めていく必要がある。 

(1) 教職員や専門能力スタッフの人材確保 

【学校教育法】 

第三十七条 

小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。 

② 小学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭その他必要な 

職員を置くことができる。 

③ 第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときその他特別の事情のあるときは教頭を、養護をつ 

かさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、特別の事情のあるときは事務職員を、それぞれ置かな 

いことができる。 

④ 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。 

⑤ 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。 

⑥ 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。こ 

の場合において、副校長が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理 

し、又は行う。 

⑦ 教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必 

 要に応じ児童の教育をつかさどる。 

⑧ 教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)に事故があるときは校長の職務 

 を代理し、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)が欠けたときは校長の職務を行 

う。この場合において、教頭が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、校長の職務 

を代理し、又は行う。 

⑨ 主幹教諭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受け 

 て校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる。 

⑩ 指導教諭は、児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び 

 充実のために必要な指導及び助言を行う。 

⑪ 教諭は、児童の教育をつかさどる。 

⑫ 養護教諭は、児童の養護をつかさどる。 

⑬ 栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。 

⑭ 事務職員は、事務をつかさどる。 

⑮ 助教諭は、教諭の職務を助ける。 

⑯ 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。 

⑰ 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。 

⑱ 特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教 

諭に代えて養護助教諭を置くことができる。 

⑲ 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、第九項の規定にかかわらず、校長(副校長を置

く小学校にあつては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児

童の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。 

(昭三六法一六六・昭四九法七〇・平一六法四九・一部改正、平一九法九六・旧第二十八条繰下・一  

部改正、平二九法五・一部改正) 
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第四十九条 

第三十条第二項、第三十一条、第三十四条、第三十五条及び第三十七条から第四十四条までの

規定は、中学校に準用する。この場合において、第三十条第二項中「前項」とあるのは「第四十

六条」と、第三十一条中「前条第一項」とあるのは「第四十六条」と読み替えるものとする。 

 

【教育職員免許法】 

第三条(免許) 

 教育職員は、この法律により授与する各相当の免許状を有する者でなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、主幹教諭（養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を 

除く。）及び指導教諭については各相当学校の教諭の免許状を有する者を、養護をつかさどる 

主幹教諭については養護教諭の免許状を有する者を、栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教 

諭については栄養教諭の免許状を有する者を、講師については各相当学校の教員の相当免許状 

を有する者を、それぞれ充てるものとする。 

３ 特別支援学校の教員（養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭、養護教諭、養護 

助教諭、栄養教諭並びに特別支援学校において自立教科等の教授を担任する教員を除く。）に 

ついては、第一項の規定にかかわらず、特別支援学校の教員の免許状のほか、特別支援学校の 

各部に相当する学校の教員の免許状を有する者でなければならない。 

４ 義務教育学校の教員（養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭、養護教諭、養護 

助教諭並びに栄養教諭を除く。）については、第一項の規定にかかわらず、小学校の教員の免 

許状及び中学校の教員の免許状を有する者でなければならない。 

５ 中等教育学校の教員（養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭、養護教諭、養護 

助教諭並びに栄養教諭を除く。）については、第一項の規定にかかわらず、中学校の教員の免 

許状及び高等学校の教員の免許状を有する者でなければならない。 

６ 幼保連携型認定こども園の教員の免許については、第一項の規定にかかわらず、就学前の子 

どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の定めるところによる。 

第三条の二（免許状を要しない非常勤の講師） 

次に掲げる事項の教授又は実習を担任する非常勤の講師については、前条の規定にかかわらず、 

各相当学校の教員の相当免許状を有しない者を充てることができる。 

一 小学校における次条第六項第一号に掲げる教科の領域の一部に係る事項 

二 中学校における次条第五項第一号に掲げる教科及び第十六条の三第一項の文部科学省令で

定める教科の領域の一部に係る事項 

三 義務教育学校における前二号に掲げる事項 

四 高等学校における次条第五項第二号に掲げる教科及び第十六条の三第一項の文部科学省令

で定める教科の領域の一部に係る事項 

五 中等教育学校における第二号及び前号に掲げる事項 

六 特別支援学校（幼稚部を除く。）における第一号、第二号及び第四号に掲げる事項並びに自

立教科等の領域の一部に係る事項 

七 教科に関する事項で文部科学省令で定めるもの 

２ 前項の場合において、非常勤の講師に任命し、又は雇用しようとする者は、あらかじめ、文

部科学省令で定めるところにより、その旨を第五条第七項で定める授与権者に届け出なければ

ならない。 

第四条 

免許状は、普通免許状、特別免許状及び臨時免許状とする。 
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２ 普通免許状は、学校（義務教育学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園を除く。）

の種類ごとの教諭の免許状、養護教諭の免許状及び栄養教諭の免許状とし、それぞれ専修免許

状、一種免許状及び二種免許状（高等学校教諭の免許状にあつては、専修免許状及び一種免許

状）に区分する。 

３ 特別免許状は、学校（幼稚園、義務教育学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園を

除く。）の種類ごとの教諭の免許状とする。 

４ 臨時免許状は、学校（義務教育学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園を除く。）

の種類ごとの助教諭の免許状及び養護助教諭の免許状とする。 

５ 中学校及び高等学校の教員の普通免許状及び臨時免許状は、次に掲げる各教科について授与

するものとする。 

一 中学校の教員にあつては、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、保健、技術、

家庭、職業（職業指導及び職業実習（農業、工業、商業、水産及び商船のうちいずれか一以上

の実習とする。以下同じ。）を含む。）、職業指導、職業実習、外国語（英語、ドイツ語、フ

ランス語その他の各外国語に分ける。）及び宗教 

二 高等学校の教員にあつては、国語、地理歴史、公民、数学、理科、音楽、美術、工芸、書道、

保健体育、保健、看護、看護実習、家庭、家庭実習、情報、情報実習、農業、農業実習、工業、

工業実習、商業、商業実習、水産、水産実習、福祉、福祉実習、商船、商船実習、職業指導、

外国語（英語、ドイツ語、フランス語その他の各外国語に分ける。）及び宗教 

６ 小学校教諭、中学校教諭及び高等学校教諭の特別免許状は、次に掲げる教科又は事項につい

て授与するものとする。 

一 小学校教諭にあつては、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及び

外国語（英語、ドイツ語、フランス語その他の各外国語に分ける。） 

二 中学校教諭にあつては、前項第一号に掲げる各教科及び第十六条の三第一項の文部科学省令

で定める教科 

三 高等学校教諭にあつては、前項第二号に掲げる各教科及びこれらの教科の領域の一部に係る

事項で第十六条の四第一項の文部科学省令で定めるもの並びに第十六条の三第一項の文部科

学省令で定める教科 

 

【学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置

法（人材確保法）】 

第一条（目的） 

 この法律は、学校教育が次代をになう青少年の人間形成の基本をなすものであることにかんが

み、義務教育諸学校の教育職員の給与について特別の措置を定めることにより、すぐれた人材を

確保し、もつて学校教育の水準の維持向上に資することを目的とする。 

第二条（定義） 

 この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）に規

定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若し

くは中学部をいう。 

２ この法律において「教育職員」とは、校長、副校長、教頭及び教育職員免許法（昭和二十四

年法律第百四十七号）第二条第一項に規定する教員をいう。 

第三条（優遇措置） 

 義務教育諸学校の教育職員の給与については、一般の公務員の給与水準に比較して必要な優遇

措置が講じられなければならない。 
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【義務教育費国庫負担制度】 

義務教育費国庫負担制度は、教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、義務教育費国

庫負担法に基づき、都道府県・指定都市が負担する公立義務教育諸学校（小・中学校、義務教育

学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の小・中学部）の教職員の給与費について、３

分の１を国が負担するものである。（ただし、特別の事情があるときは、各都道府県・指定都市ご

との最高限度を政令で定めることができるとされている。） 

義務教育は、国民として必要な基礎的資質を培うものであり、憲法上の国民の権利、義務にか

かわるものであって、国は、地方公共団体とともに義務教育にかかる費用を無償にし、国民の教

育を受ける権利を保障する義務を負っている。そのため、国は義務教育費国庫負担制度により、

義務教育に必要な経費のうち最も重要なものである教職員の給与費について、その３分の１を負

担している。このことにより、義務教育に対する国の責任を果たすと同時に、この制度を通じて 

全国すべての学校に必要な教職員を確保し、都道府県間における教職員の配置基準や給与水準の

不均衡をなくし、教育の機会均等と教育水準の維持向上が図られている。 

 

【義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制

及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律】 

 

 

【文部科学省Ｗｅｂサイトより】 

義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育

諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する

法律の概要 

 

(2) 多様な職員で構成される組織のマネジメント 

チームとしての学校を実現するために、学校が組織として効果的に運営される必要がある。

これには、学校長を中心に副校長・教頭も含めた管理職がリーダーシップをもって学校組織マ

ネジメントを行っていくことが必要不可欠である。校長は、専門性や文化が異なる職員を束ね

て成果を出していくために、学校の長として、子供や地域の実態等を踏まえ、学校の教育ビジ

ョンを示し、教職員と意識や取組の方向性の共有を図ることが重要になる。また、専門能力ス

タッフは、業務に対する関わり方に応じて業務の進め方や処理に要する時間が異なっているこ

となどから、そのような職の在り方や職業文化の違いに配慮したマネジメントが求められる。 

 

【学校教育法施行規則】 

第六十四条 

 講師は、常時勤務に服しないことができる。 

第六十五条 

 学校用務員は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。 

第六十五条の二 

 スクールカウンセラーは、小学校における児童の心理に関する支援に従事する。 

第六十五条の三 

 スクールソーシャルワーカーは、小学校における児童の福祉に関する支援に従事する。 
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第七十八条の二 

 部活動指導員は、中学校におけるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動（中学校の教育

課程として行われるものを除く。）に係る技術的な指導に従事する。 

 

 

【教育公務員特例法】 

第二条 

 この法律で「教育公務員」とは、地方公務員のうち、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六

号）第一条 に定める学校であつて同法第二条に定める公立学校（地方独立行政法人法（平成十五

年法律第百十八号）第六十八条第一項に規定する公立大学法人が設置する大学及び高等専門学校

を除く。以下同じ。）の学長、校長（園長を含む。以下同じ。）、教員及び部局長並びに教育委員会

の教育長及び専門的教育職員をいう。 

２ この法律で「教員」とは、前項の学校の教授、准教授、助教、副校長（副園長を含む。以下

同じ。）、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び講師

（常時勤務の者及び 地方公務員法（昭和二十五年法律第二百六十一号）第二十八条の五第一項 

に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。第二十三条第二項を除き、以下同じ。）をいう。 

３～５略 

 

【地方公務員法】 

第二十八条の五 

 任命権者は、当該地方公共団体の定年退職者等を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一

年を超えない範囲内で任期を定め、短時間勤務の職（当該職を占める職員の一週間当たりの通常

の勤務時間が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種のものを占める職員

の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であるものをいう。以下同じ。）に採用するこ

とができる。 

第二項、第三項略 

 

【日本語教育の推進に関する法律】令和元年６月 28日公布、施行 

第十二条（外国人等である幼児、児童、生徒等に対する日本語教育） 

  国は、外国人等である幼児、児童、生徒等に対する生活に必要な日本語及び教科の指導等の充 

実その他の日本語教育の充実を図るため、これらの指導等の充実を可能とする教員等（教員及び 

学校において必要な支援を行う者をいう。以下この項において同じ。）の配置に係る制度の整備、

教員等の養成及び研修の充実、就学の支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

２ 国は、外国人等である幼児、児童、生徒等が生活に必要な日本語を習得することの重要性に 

ついてのその保護者の理解と関心を深めるため、必要な啓発活動を行うよう努めるものとする。 

 

 

 

 

【文部科学省Ｗｅｂサイトより】 

学校に置かれる主な職の職務等について 

 



 

- 9 - 

 

 

 

 

 

「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)」 

令和３年８月２３日 

 

 

 (3) 学校のマネジメント体制 

学校教育法第 37条第４項において、「校長は校務をつかさどり、所属職員を監督する」と校

長の職務を規定している。校務をつかさどるとは、学校運営上の一切の仕事を自己の責任にお

いて処理することである。所属職員を管理するとは、教職員の職務上、身分上にわたってよく

観察し、必要に応じて指導・助言、指示・命令をすることである。また、学校の管理運営は、

教育委員会との関係において、その職務を具体的に公立小中学校管理規則で定め分担している。

その法的根拠は「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第 33 条（学校等の管理）であ

る。 

 

【地方教育行政の組織及び運営に関する法律】 

第三十三条（学校等の管理） 

 教育委員会は、法令又は条例に違反しない限りにおいて、その所管に属する学校その他の教育

機関の施設、設備、組織編制、教育課程、教材の取扱いその他の管理運営の基本的事項について、

必要な教育委員会規則を定めるものとする。この場合において、当該教育委員会規則で定めよう

とする事項のうち、その実施のためには新たに予算を伴うこととなるものについては、教育委員

会は、あらかじめ当該地方公共団体の長に協議しなければならない。 

２ 前項の場合において、教育委員会は、学校における教科書以外の教材の使用について、あら

かじめ、教育委員会に届け出させ、又は教育委員会の承認を受けさせることとする定めを設け

るものとする。 

３ 第二十三条第一項の条例の定めるところにより同項第一号に掲げる事務を管理し、及び執行

することとされた地方公共団体の長は、法令又は条例に違反しない限りにおいて、特定社会教

育機関の施設、設備、組織編制その他の管理運営の基本的事項について、必要な地方公共団体

の規則を定めるものとする。この場合において、当該規則で定めようとする事項については、

当該地方公共団体の長は、あらかじめ当該地方公共団体の教育委員会に協議しなければならな

い。 

 

一般に校長の職務は４管理、２監督といわれることがある。４管理とは、「教育課程の管理」、

「人的管理」、「物的管理」、「金銭的管理・総務」であり、２監督とは、「職務上の義務」と「身 

分上の義務」についてである。校長は、教育公務員として信頼が損なわれないように教職員を 

管理・監督し、必要に応じて適切に指導・助言・命令をする。 

 

「教育課程の管理」 

教育課程の編成【学教法 33条、48条、学教法規則 50条、72条、管理規則４条】 

授業終始時刻の決定【学教法規則 60条】 

臨時休業の決定と報告【学教法規則 63条、管理規則３条】 
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教科用図書の給与【教科書法５条】 

教材の選定・承認・届け出【管理規則 11条、12条、13条】 

校務分掌の決定・報告【学教法規則 43条、管理規則 15条】 

職員会議【学教法規則 48条、管理規則 19条】 

 

「人的管理」 

（教職員） 

研修の承認【教特法 22条、管理規則 23条】 

勤務時間の割振り【勤務時間条例４条、管理規則 20条】 

出張命令【旅費条例４条、管理規則 22条】 

休暇の承認【学教法例 18条、管理規則 21条①②】 

所属職員の進退に関する意見の申し出【管理規則 26条】 

（児童生徒） 

児童生徒の懲戒【学教法 11条、学教法規則 26条】 

児童生徒の出席状況【学教法令 19条】 

出席停止【学保安法 19条、学教法規則 26条、管理規則７条②③、学保安法令６、７条、学保

安法規則 19、20、21条】 

全課程修了者の通知【学教法令 22条、規則 58条、79条、133条、113条、135条②】 

指導要録の作成【学教法規則 24条】 

出席簿の作成【学教法規則 25条】 

 

「物的管理」 

施設・設備の管理【管理規則 27～30条】 

施設設備の貸与【管理規則 31条】 

防火・警備【管理規則 32条】 

学校施設の目的外使用【学校施設の確保に関する政令３条】 

 

「金銭的管理・総務」 

学校予算の編成と執行【市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則】 

事故報告【管理規則 10条】 

校務報告【服務規程 22条】 

 

 

「職務上の義務」 

法令等及び上司の職務上の命令に従う義務【地公法 32条】 

服務に専念する義務【地公法 35条】 

 

「身分上の義務」 

信用失墜行為の禁止【地公法 33条】 

秘密を守る義務【地公法 34条】 

政治的行為の制限【地公法 36条】 

争議行為等の禁止【地公法 37条】 

営利企業への従事等の制限【地公法 38条】 
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【文部科学省Ｗｅｂサイトより】 

国、都道府県教育委員会、市町村教育委員会、学校・校長の権限関係の例 

（市町村立の小中学校の場合） 

 

 

 

 

 

【文部科学省Ｗｅｂサイトより】 

学校に置かれる担当者（一覧） 

 

 

 校長のリーダーシップのもと、特色ある学校づくりを推進していくためには、校長の掲げる

ビジョン・経営方針を理解し、その実現に向けて邁進する教職員の存在が不可欠である。その

重要な手段となるのが、「校長の意見具申権」である。意見具申の範囲は、採用、昇任、降任、

転任、休職、免職等の広範囲に及ぶ。それだけに、校長は意見具申を行うにあたって、対象と

なる教職員と十分な面接を行う等、必要な配慮を行うことが欠かせない。 

 

【地方教育行政の組織及び運営に関する法律】 

第三十六条 

 学校その他の教育機関の長は、この法律及び教育公務員特例法に特別の定がある場合を除き、

その所属の職員の任免その他の進退に関する意見を任命権者に対して申し出ることができる。こ

の場合において、大学附置の学校の校長にあつては、学長を経由するものとする。 

第三十八条 

 都道府県委員会は、市町村委員会の内申をまつて、県費負担教職員の任免その他の進退を行う

ものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、都道府県委員会は、同項の内申が県費負担教職員の転任（地方自

治法第二百五十二条の七第一項の規定により教育委員会を共同設置する一の市町村の県費負

担教職員を免職し、引き続いて当該教育委員会を共同設置する他の市町村の県費負担教職員に

採用する場合を含む。以下この項において同じ。）に係るものであるときは、当該内申に基づ

き、その転任を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りで

ない。 

一 都道府県内の教職員の適正な配置と円滑な交流の観点から、一の市町村（地方自治法第二百

五十二条の七第一項の規定により教育委員会を共同設置する場合における当該教育委員会を

共同設置する他の市町村を含む。以下この号において同じ。）における県費負担教職員の標準

的な在職期間その他の都道府県委員会が定める県費負担教職員の任用に関する基準に従い、一

の市町村の県費負担教職員を免職し、引き続いて当該都道府県内の他の市町村の県費負担教職

員に採用する必要がある場合 

二 前号に掲げる場合のほか、やむを得ない事情により当該内申に係る転任を行うことが困難で

ある場合 
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３ 市町村委員会は、次条の規定による校長の意見の申出があつた県費負担教職員について第一

項又は前項の内申を行うときは、当該校長の意見を付するものとする。 

第三十九条 

 市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する学校の校長は、所属の県費負担教職

員の任免その他の進退に関する意見を市町村委員会に申し出ることができる。 

 

３ 地域学校協働活動 

地域学校協働活動とは、地域の高齢者、成人、学生、保護者、ＰＴＡ、ＮＰＯ、民間企業、団

体・機関等の幅広い地域住民等の参画を得て、地域全体で子供たちの学びや成長を支えるととも

に、「学校を核とした地域づくり」を目指して、地域と学校が相互にパートナーとして連携・協働

して行う様々な活動である。 

地域学校協働活動は、平成 29 年３月の社会教育法の改正により、法律に位置付けられた。改

正後の社会教育法において、教育委員会は地域学校協働活動の機会を提供する事業を実施する際

には、地域住民等と学校との連携協力体制の整備や、普及啓発活動などの措置を講じることとさ

れている。 また、地域と学校をつなぐコーディネーターとしての役割を果たす者について、「地

域学校協働活動推進員」として教育委員会が委嘱できることとする規定が設けられた。地域学校

協働活動の推進において、地域と学校をつなぐコーディネーターの役割は必要不可欠である。 

 

【教育基本法】 

第十三条 

 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚すると 

ともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。 

 

【社会教育法】 

第五条（市町村の教育委員会の事務） 

 市（特別区を含む。以下同じ。）町村の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方の必要に応

じ、予算の範囲内において、次の事務を行う。 

一 社会教育に必要な援助を行うこと。 

二 社会教育委員の委嘱に関すること。 

三 公民館の設置及び管理に関すること。 

四 所管に属する図書館、博物館、青年の家その他の社会教育施設の設置及び管理に関すること。 

五 所管に属する学校の行う社会教育のための講座の開設及びその奨励に関すること。 

六 講座の開設及び討論会、講習会、講演会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に

関すること。 

七 家庭教育に関する学習の機会を提供するための講座の開設及び集会の開催並びに家庭教育

に関する情報の提供並びにこれらの奨励に関すること。 

八 職業教育及び産業に関する科学技術指導のための集会の開催並びにその奨励に関すること。 

九 生活の科学化の指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。 

十 情報化の進展に対応して情報の収集及び利用を円滑かつ適正に行うために必要な知識又は

技能に関する学習の機会を提供するための講座の開設及び集会の開催並びにこれらの奨励に

関すること。 

十一 運動会、競技会その他体育指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。 

十二 音楽、演劇、美術その他芸術の発表会等の開催及びその奨励に関すること。 
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十三 主として学齢児童及び学齢生徒（それぞれ学校教育法第十八条に規定する学齢児童及び学  

齢生徒をいう。）に対し、学校の授業の終了後又は休業日において学校、社会教育施設その他 

適切な施設を利用して行う学習その他の活動の機会を提供する事業の実施並びにその奨励

に関すること。 

十四 青少年に対しボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の 

機会を提供する事業の実施及びその奨励に関すること。 

十五 社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して学校、社会教育施設 

その他地域において行う教育活動その他の活動の機会を提供する事業の実施及びその奨励

に関すること。 

十六 社会教育に関する情報の収集、整理及び提供に関すること。 

十七 視聴覚教育、体育及びレクリエーションに必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。 

十八 情報の交換及び調査研究に関すること。 

十九 その他第三条第一項の任務を達成するために必要な事務 

２ 市町村の教育委員会は、前項第十三号から第十五号までに規定する活動であつて地域住民そ

の他の関係者（以下この項及び第九条の七第二項において「地域住民等」という。）が学校と協

働して行うもの（以下「地域学校協働活動」という。）の機会を提供する事業を実施するに当た

つては、地域住民等の積極的な参加を得て当該地域学校協働活動が学校との適切な連携の下に

円滑かつ効果的に実施されるよう、地域住民等と学校との連携協力体制の整備、地域学校協働

活動に関する普及啓発その他の必要な措置を講ずるものとする。 

第三項略 

第六条（都道府県の教育委員会の事務） 

第一項及び第三項略 

２ 前条第二項の規定は、都道府県の教育委員会が地域学校協働活動の機会を提供する事業を実

施する場合に準用する。 

第九条の七（地域学校協働活動推進員） 

 教育委員会は、地域学校協働活動の円滑かつ効果的な実施を図るため、社会的信望があり、か

つ、地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、地域学校協働活動推進員を委

嘱することができる。 

２ 地域学校協働活動推進員は、地域学校協働活動に関する事項につき、教育委員会の施策に協

力して、地域住民等と学校との間の情報の共有を図るとともに、地域学校協働活動を行う地域

住民等に対する助言その他の援助を行う。 

 

 


